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第 1回 常任委員会
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長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」
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第 82 回国民スポーツ大会

東御市準備委員会 第１回常任委員会 次第
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第82 回 国民スポーツ大会 東御市準備委員会

常任委員会 委員名簿
委員変更箇所

（順不同・敬称略）

委員長 1名

副委員長 3名

委 員 31名

計 35名

職 名 選出区分 所属機関・団体名 役 職 氏 名

1 委員長 市関係 東御市 市長 花 岡 利 夫

職 名 選出区分 所属機関・団体名 役 職 氏 名

2 副委員長 スポーツ関係 東御市スポーツ協会 会長 加 藤 行 孝

3 副委員長 市議会関係 東御市議会 議長 中 村 眞 一

4 副委員長 市関係 東御市 副市長 田 丸 基 廣

5 委 員 市関係 東御市 教育長 山 口 千 春

6 委 員 市議会関係 東御市議会 副議長 田 中 信 寿

7 委 員 市議会関係 東御市議会総務産業委員会 委員長 花 岡 豊 一

8 委 員 市議会関係 東御市議会社会文教委員会 委員長 髙 木 真由美

9 委 員 県・警察関係 上田警察署 署長 柏 木 隆

10 委 員 競技団体 長野県ハンドボール協会 会長 矢 島 富士雄

11 委 員 競技団体 長野県ボクシング連盟 理事長 奥 原 亨

12 委 員 スポーツ関係 東御市スポーツ推進委員 会長 三 溝 和 子

13 委 員 学校関係 東御市校長会 会長 鹿 取 ち か

14 委 員 学校関係 長野県東御清翔高等学校 学校長 依 田 健

15 委 員 産業・経済関係 東御市商工会 会長 坂 口 晋 一

16 委 員 産業・経済関係 東御市工業振興会 理事長 後 藤 誠

17 委 員 産業・経済関係 信州うえだ農業協同組合東部地区事業部 部長 小 林 文 治

18 委 員 産業・経済関係 佐久浅間農業協同組合北御牧支所 支所長 比田井 忠 明

19 委 員 輸送・交通関係 公益社団法人長野県バス協会 東信エリア代表 白 鳥 明

20 委 員 輸送・交通関係 一般社団法人長野県タクシー協会 会長 山 谷 恭 博

21 委 員 宿泊・観光・衛生

関係
長野県旅館ホテル組合会観光誘客推進委員会 委員 大久保 寿 幸

22 委 員 宿泊・観光・衛生

関係
一般社団法人信州とうみ観光協会 会長 北 沢 達

23 委 員 医療・保健関係 一般社団法人小県医師会 会長 丸 山 和 敏

24 委 員 医療・保健関係 東御市医人会 医科幹事 関 健

25 委 員 社会団体関係 東御市区長会 会長 井戸田 弘

26 委 員 社会団体関係 社会福祉法人東御市社会福祉協議会 会長 横 山 好 範

27 委 員 市関係 東御市総務部 部長 山 田 正 仁

28 委 員 市関係 東御市企画振興部 部長 井 上 祐 一

29 委 員 市関係 東御市市民生活部 部長 小 松 信 子

30 委 員 市関係 東御市健康福祉部 部長 寺 田 嘉 彦

31 委 員 市関係 東御市産業経済部 部長 小 林 幸 司

32 委 員 市関係 東御市都市整備部 部長 山 邉 修

33 委 員 市関係 東御市教育委員会事務局 教育次長 深 井 芳 信

34 委 員 市関係 東御市議会事務局 局長 織 田 秀 雄

35 委 員 市関係 東御市民病院 事務長 井 出 政 之
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【第１号議案】

第 82 回国民スポーツ大会東御市開催推進総合計画 （案）

第 82 回国民スポーツ大会の成功に向け、長野県、各競技団体及びその他関係団体と連

携を図り、市民の総力を結集して、本市の目指す将来像である「人と自然にやさしい 豊かな暮ら

しを実感できるまち とうみ」につながる大会となるよう、東御市開催基本方針に沿った開催推進

総合計画を定めるものとする。

１ 基本方針

(1) 総務企画

長野県、各競技団体及びその他関係団体と連携のもと、円滑な大会運営を行うため、

総合的な計画の立案と施策の推進を図る。

(2) 財務

長野県との連携、相互協力のもと創意工夫を凝らした魅力あふれる大会を目指し、適

正かつ効率的な財務の運営を図る。

(3) 広報

大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に

展開するとともに、本市を訪れる方々に豊かな自然や歴史、文化、食など地域資源の魅

力を全国に発信する。

(4) 市民協働

市民一人一人が大会の開催等に向けて、積極的に参加する機運を高め、様々な

形で参画することで、大会を盛り上げていく。

(5) 歓迎、おもてなし

選手、監督をはじめ、本市を訪れる方々を温かく迎え、再び訪れていただけるよう心

のこもったおもてなしを提供する。

(6) 競技

長野県、各競技団体及びその他関係団体と連携のもと、競技会の円滑な運営を図

り、競技に必要な用具等については、既存のものを活用するなど効率的に運営を行う。

(7) 式典

表彰式等は、関係者と十分協議を行い、簡素、効率化を図りつつも、創意工夫をこら

した温かみのある式典の運営に努める。
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(8) 施設

国民スポーツ大会競技施設基準に基づき、既存施設の有効活用に努めながら、必要

な施設の整備を図るとともに、大会終了後の施設利用も視野に入れた整備を行う。

(9) 宿泊、観光

選手、監督をはじめ本市を訪れる方々を温かく迎え、豊かな自然環境や歴史、文化

など地域資源に触れていただく機会を提供し、観光の振興を図る。

(10) 医事、衛生

大会に携わるすべての方々の安全を確保し、快適な環境のもと大会を開催する

ため、食品衛生や環境衛生に配慮するとともに防疫対策及び医療救護体制の確立

を図る。

(11) 輸送、交通

公共交通機関の利用を促進するとともに、安全かつ効率的で確実な輸送手段の

確保や輸送、交通体制の確立を図る。

(12) 警備、消防防災

競技会場や大会関係施設における治安の確保や、非常時における緊急対応策を

講じるため、警察や消防、その他関係機関と連携しながら、警備、消防防災体制の確

立を図る。

２ 年次計画

第 82 回国民スポーツ大会開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）は、別表のとお

りとする。
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年度 2024年度（4年前）６年度 2025年度（３年前）７年度 2026年度（２年前）８年度 202７年度（１年前）９年度 2028年度（開催年）１０年度

第８２回国民スポーツ大会東御市開催推進総合年次計画【年度別業務】
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国スポ推進室設置

準備委員会設立

準備委員会設立総会・第１回総会　開催

第１回　常任委員会

専門委員会　設置

実行委員会へ移行

準備委員会　第２回総会　開催

実行委員会　第１回総会　開催

第２回　常任委員会

総務企画専門部会　開催

実行委員会・第２回総会　開催 実行委員会・第３回総会　開催

庁内推進本部設置 大会実施本部設置

実行委員会・第４回総会　開催

第３回　常任委員会 第４回　常任委員会 第５回　常任委員会

競技式典専門部会　開催

宿泊衛生専門部会　開催

輸送交通専門部会　開催

北信越大会 リハーサル大会　開催 本大会　開催本大会開催・会期決定

本大会・日スポ協　総合視察

県準備委員会との連絡調整 県準備（実行）委員会との連絡調整

協賛の募集協賛取扱要項策定

開催推進総合計画策定 開催推進総合計画進行管理

大会運営ガイドライン策定 大会本部運営マニュアル作成

県準備委員会との連絡調整 リハーサル大会開催経費積算 本大会開催経費積算

リハーサル大会予算編成

保険加入要項策定

本大会予算編成

リハーサル大会予算執行・決算書作成

リハーサル大会保険加入

本大会予算執行・決算書作成

本大会保険加入

広報基本計画策定 広報啓発活動の推進

広ホームページの開設・情報発信

大会報告書作成

市民協働推進基本計画策定 広市民協働の推進

ボランティア募集・説明会開催
ボランティア募集内容検討

ボランティア募集要項策定

リハーサル大会ボランティア配置

炬火イベント実施要項策定 炬火イベント実施

大会ボランティア配置

歓迎・おもてなし基本計画策定 歓迎・おもてなし実施

売店設置要項策定 リハーサル大会売店設置

歓迎・おもてなし要項策定

本大会売店設置

協議会運営基本計画策定 競技別実施要項策定

リハーサル大会開催実施要項策定 リハーサル大会競技役員の委嘱

競技用具の整備・調達

競技別プログラム作成

リハーサル大会開催基本計画策定

競技用具の基本計画策定 リハーサル大会競技係員の委嘱

組み合わせ抽選会開催

本大会競技役員の委嘱

本大会競技係員・補助員の委嘱

式典基本計画策定 競技別式典実施要項策定 リハーサル大会式典実施 本大会式典実施

ボランティア募集・説明会開催

競技施設整備基本計画策定 競技施設整備実施要項策定 競技施設整備・点検 競技施設設営

宿泊基本計画策定

弁当調達実施要項策定

観光ガイドブック・マップ　検討観光基本計画策定

競技別宿泊要項策定

リハーサル大会弁当調達

観光ガイドブック・マップ　作成

リハーサル大会配宿

本大会弁当調達定

観光ガイドブック・マップ　配布

本大会配宿

医事・衛生基本計画策定 医療機関・各種団体との連携調整

食品衛生愛作要項策定

リハーサル大会救護本部・救護所設置

環境衛生愛作要項策定

医療救護対策要項策定

防疫対策要項策定

本大会救護本部・救護所設置

廃棄物処理実施廃棄物処理実施

輸送・交通基本計画策定

輸送・交通実施要項策定

リハーサル大会輸送本部設置 本大会輸送本部設置

警備消防防災基本計画策定 警備消防防災実施要項策定 リハーサル大会警備消防防災本部設置 本大会警備消防防災本部設置

輸送計画等の調査
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【第２号議案】

第 82 回国民スポーツ大会

東御市準備委員会専門部会規程 （案）

（趣旨）

第１条 この規程は、常任委員会から付託された専門的事項を調査、審議するとともに、

事業概要及び計画等の説明や円滑な関連部署との調整を図ることを目的として、第 82 回

国民スポーツ大会東御市準備委員会会則（令和６年３月 27 日施行）第 13 条第３項の

規定に基づき設置する第 82 回国民スポーツ大会東御市準備委員会専門部会（以下「専

門部会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（名称等）

第２条 専門部会の名称及び第 82 回国民スポーツ大会東御市準備委員会常任委員会から

の付託又は委任事項は、別表のとおりとする。

（役員）

第３条 各専門部会に次の役員を置く。

(1) 部会長 １名

(2) 副部会長 若干名

（役員の選任）

第４条 部会長及び副部会長は、専門部会委員の中から第 82 回国民スポーツ大会東御

市準備委員会会長が委嘱する。

（役員の職務）

第５条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるとき又は欠けたときは、あら

かじめ部会長が指名した副部会長がその職務を代理する。

（会議）

第６条 専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。

２ 専門部会の議長は、部会長又は部会長が指名した者がこれに当たる。

３ 専門部会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。た

だし、会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人にそ

の権限を委任し、書面により議決に加わることができる。この場合において、当該

専門部会委員は出席したものとみなす。

４ 専門部会の議事は、出席した委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わ

った者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

-6-



５ 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。

６ 部会長は、必要があると認めるときは、委員に事前に送付した議案に対し、書面

をもって表決を求め、その結果を専門部会の議決に代えることができる。

（委任）

第７条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長

が別に定める。

附 則

この規程は、令和６年６月６日から施行する。
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別表（第２条関係）

名称 付 託 事 項 委 任 事 項

総務企画

専門部会

１ 総務企画に関すること。

２ 財務に関すること。

３ 広報に関すること。

４ 市民協働に関すること。

５ 歓迎及びおもてなしに関すること。

６ 他の専門委員会に属さない事項に

関すること。

左記付託する事項のう

ち、事業の実施に関する

こと。

競技式典

専門部会

１ 競技に関すること。

２ 式典に関すること。

３ 施設に関すること。

左記付託する事項のう

ち、事業の実施に関する

こと。

宿泊衛生

専門部会

１ 宿泊に関すること。

２ 観光に関すること。

３ 医事及び衛生に関すること。

左記付託する事項のう

ち、事業の実施に関する

こと。

輸送交通

専門部会

１ 輸送及び交通に関すること。

２ 警備及び消防防災に関すること。

左記付託する事項のう

ち、事業の実施に関する

こと。
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【第３号議案】

第 82 回国民スポーツ大会東御市準備委員会 専門部会構成 (案)

【総務企画部会】 (順不同）

【競技式典部会】

選出区分 所属機関・団体名

1 産業・経済関係 東御市商工会

2 産業・経済関係 信州うえだ農業協同組合東部地区事業部

3 産業・経済関係 佐久浅間農業協同組合北御牧支所

4 産業・経済関係 東御市工業振興会

5 産業・経済関係 東御市建設業協会

6 産業・経済関係 株式会社信州東御市振興公社

7 スポーツ関係 東御市スポーツ少年団

8 社会団体関係 東御市区長会

9 市議会関係 東御市議会総務産業委員会

10 市議会関係 東御市議会社会文教委員会

11 県関係 長野県上田地域振興局

12 市役所関係 総務部 総務課

13 市役所関係 企画振興部 企画振興課

14 市役所関係 総務部 秘書課

15 市役所関係 市民生活部 市民課

16 市役所関係 会計課

17 市役所関係 総務部 消防課

18 市役所関係 教育委員会 保育課

19 市役所関係 健康福祉部 子ども家庭支援課

20 市役所関係 議会事務局

選出区分 所属機関・団体名

1 競技団体 長野県ハンドボール協会

2 競技団体 長野県ボクシング連盟

3 スポーツ関係 特定非営利活動法人東御市スポーツ協会

4 スポーツ関係 東御市スポーツ推進委員

5 スポーツ関係 一般社団法人とうみ湯の丸高原スポーツコミッション

6 スポーツ関係 一般社団法人 Sany TOMI

7 スポーツ関係 アスリート代表

8 学校・教育関係 長野県東御清翔高等学校

9 学校・教育関係 東御市校長会

10 社会団体関係 東御ライオンズクラブ

11 社会団体関係 東御市ＰＴＡ連合会

12 社会団体関係 緑のサポーター運営委員会

13 社会団体関係 「みんなの健康×スポーツ」実行委員会

14 社会団体関係 東御市ボランティア連絡協議会

15 市役所関係 企画振興部 文化・スポーツ振興課

16 市役所関係 企画振興部 地域づくり支援課

17 市役所関係 市民生活部 税務課

18 市役所関係 市民生活部 人権同和政策課
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【宿泊衛生部会】

選出区分 所属機関・団体名

1 輸送・交通関係 公益社団法人長野県バス協会

2 輸送・交通関係 一般社団法人長野県タクシー協会

3 輸送・交通関係 東日本旅客鉄道株式会社上田駅

4 輸送・交通関係 しなの鉄道株式会社経営企画課

5 警察関係 上田警察署

6 警備・消防関係 上田地域広域連合消防本部東御消防署

7 警備・消防関係 東御市消防団

8 警備・消防関係 上田交通安全協会東御部会

9 警備・消防関係 東御市交通指導員会

10 警備・消防関係 東御市交通補導員

11 社会団体関係 公益社団法人上田地域シルバー人材センター東御支所

12 県関係 長野県上田建設事務所

13 市役所関係 都市整備部 建設課

14 市役所関係 教育委員会 教育課

15 市役所関係 産業経済部 農林課

16 市役所関係 都市整備部 上下水道課

選出区分 所属機関・団体名

1 宿泊関係 長野県旅館ホテル組合会観光誘客推進委員会

2 宿泊関係 一般社団法人信州とうみ観光協会

3 宿泊関係 一般社団法人長野県旅行業協会

4 衛生関係 上小食品衛生協会

5 衛生関係 東御市飲食店組合

6 衛生関係 東御市食生活改善推進協議会

7 医療・保健関係 一般社団法人小県医師会

8 医療・保健関係 東御市医人会（医科）

9 医療・保健関係 東御市医人会（歯科）

10 医療・保健関係 一般社団法人上田小県歯科医師会

11 医療・保健関係 一般社団法人上田薬剤師会

12 医療・保健関係 公益社団法人長野県看護協会上田支部

13 医療・保健関係 川西赤十字病院

14 医療・保健関係 東御市民病院

15 医療・保健関係 公益財団法人身体教育医学研究所

16 社会団体関係 社会福祉法人東御市社会福祉協議会

17 学校関係 長野救命医療専門学校

18 県関係 長野県上田保健福祉事務所

19 市役所関係 東御市 市民生活部 生活環境課

20 市役所関係 健康福祉部 福祉課

21 市役所関係 健康福祉部 健康推進課

22 市役所関係 産業経済部 商工観光課

23 市役所関係 東御市民病院 医療事務部
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【輸送交通部会】

＊専門部会の委員は、各所属機関・団体からの事務責任者をもって構成する。




